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２００８年２月２９日

大阪市北区西天満４丁目１１番２２号阪神神明ビル９階９０２

大和リビング株式会社代理人

弁護士 岩城裕 殿

内閣総理大臣認定適格消費者団体

特定非営利活動法人

京都消費者契約ネットワーク

理事長 野 々 山 宏

（京都産業大学法科大学院教授・弁護士）

〒６０４－０８４７

京都市中京区烏丸通二条下ル秋野々町５２９番

地ヒロセビル５階

TEL075-211-5920

FAX075-251-1003

(担当)理事・事務局長 長野浩三（弁護士）

ご 通 知

冠省，貴職の平成２０年２月１５日付回答書に対し，下記のとおりご通知しま

す。回答・返送を求めるものについては，本書到達から１週間以内になされるよ

う通告します。回答等の有無・内容については公表することがあります。

（差止請求について）

１ 貴社は，平成１９年６月以降，差止対象とされる敷引特約を行わないこととし

ているとのことですが，当初敷引特約を内容として契約した消費者と，いわゆる

合意更新をする際には，敷引特約を除外する合意をしていますか。合意更新も賃

貸借契約の締結行為であり，合意更新において，「従前と同内容とする」旨の更

新合意をしているとすれば，消費者契約の締結に際し敷引特約を内容とする意思

表示を行っているといえます。２００８年１月１１日付差止請求書兼申入書はこ

の趣旨を含むものです。この点につき，貴社の平成１９年６月以降のご対応をご

教示ください。

２ 貴社は，当法人が求めた違約金約束について，「貴法人が違約金を取得する根

拠を見出しがたい」としていますが，適格消費者団体に対して事業者が違約金約
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束をすることは，消費者契約法２８条１項４号が利益授受の除外規定として「差

止請求に係る相手方の債務の履行を確保するために約定された違約金の支払とし

て財産上の利益を受けるとき」と定めているように，消費者団体訴訟制度におい

て予定されていることです。今一度，ご検討ください。

３ 敷引特約が消費者契約法により無効であることの貴社の認識については，貴社

が今後同特約を用いるおそれの有無の判断に重要な関係を有します。この点につ

き，今一度，明らかにされるかどうかにつきご検討ください。

（申入について）

貴職回答書では，当法人の申入については，再度，明らかにされていません。

しかし，上記のとおり，消費者契約法上無効な条項に基づく敷引金は，消費者に

返還されてしかるべきものです。これを返還するかしないか明らかにしないという

貴社の態度は，これを返還せず，不当な利得を保持しようとする企業姿勢を推測さ

せます。さらに，今一度，当法人の申入について回答を求めます。

草々


